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第２章　調査結果

２－１　総　括（大井団長）

　本節では現地調査を行ったインド、ネパール、ブータンにおける協議結果の要点を記す。詳細

は、次節以降で個別に報告する（個々の協議議事録は付属資料に収録）。

　わが国無償（UNDP経由）に係る実施方式（Implementation Modality）及びスケジュールの考

え方を本節の末尾に示す。これらは、各国協議を踏まえて作成したものであるが、細部につい

ては更に詰める必要がある。

２－１－１　インド

　インド政府機関〔内務省、国家防災管理庁（National Disaster Management Authority：NDMA）、

National Institute of Disaster Management（NIDM）〕及び UNDP と協議を行い、わが国政府によ

る防災・災害復興支援無償の実施に関する基本的事項につき合意した。

　また、調査団はインド建築学会の権威である Arya 教授と会見し、技術的な意見交換を行うと

ともに学際的な立場からわが国政府による防災・災害復興支援無償（UNDP/IRP 提案事業：

ERRP）に対する見解を得た。

　さらに、インドの代表的 NGO である SEEDS（Sustainable Economical & Environmental

Development Society）を訪問し、政府とは異なった立場で、特に末端レベルの行政実態に係る情

報や、それを反映した事業実施に係る助言を種々得た。

（1）政府機関（内務省、NDMA、NIDM）との協議

1） 実施方式：

　　現在実施中のDRMP（2002 ～ 2007 年）のフレームのなかで実施する。インドでは新た

な協定を締結するのに時間を要するが、 DRMP には日本も参加しているので協定締結の

必要はない。なお、DRMPは 2007 年に終了する予定であったが、ERRPの期間（2年）を

超えて延長される見通しである。

2） 対象地域：デリー、ウッタルプラデシュ、ビハール、ウッタランチャルの４州

3） 予　算：最大 100 万米ドル、期間 2 年

4） 内　容：

・模範耐震公共施設〔Emergency Operation Center（EOC）、学校、病院等〕の建築

・建築職人の訓練・人材育成

・訓練モジュールの開発

・規則枠組と遵守制度の開発

・リスクアセスメント・マッピング

・ドキュメンテーション（過去の災害と復興プロセス、わが国政府による防災・災害復

興支援無償の進捗状況と成果）

・SAARC地域の地域的な取り組みとして知識の共有（セミナー・ワークショップ、模

範事例紹介、フィールドトリップ）

5） EOC の機器、早期警報システム、救急器具等「緊急対応」のための機材についてもイ

ンド側から要望があったが、調査団より、この無償予算の目的及び限られた予算の有効活

用という趣旨から使途を「事前防災」に限定したい旨説明し、これらの機材を含めないこ

とで合意した。
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6） 住宅の耐震化は重要な課題であるが、対象家屋の選定など実務的な問題から ERRP の

限られた期間内での実施は困難であると判断し、含めないこととした。

7） 内務省のNIDMが支える SAARC防災管理センター（SDMC）が ERRPの地域活動を支

援することを確認した。他方、SDMC は新しい組織であり（2006 年 10 月設立）、NIDM

を含めて組織強化の途上にある。このためこれら実施体制の強化に関し、別途 JICAの協

力を得て技術レベル向上を図りたいとの要望が NIDM よりなされた。

（2）A. S. Arya 教授（Advisor of NIDM）との会見

　　耐震建築分野を担当する楢府団員は、インドの学術的権威である Arya 教授と会見し、ア

カデミックな立場からわが国防災無償事業と関連する以下情報を得た。

・技術基準は 1962 年の初版以降逐次改定し、市販されている。中央政府が作成し、州政府

が条例で適用する。組積造についても実務的なマニュアルがある。

・技術の普及については、行政職員、建築家、石工を対象に 2006 年から実施している（費

用は内務省負担）。

・一般市民に対する広報活動も実施している（トラクターをぶつける振動実験など）。

・研修事業として、「指導者育成研修」「実務者研修」を実施している（講義を中心に、一部

実験、現場研修）。

・わが国無償資金協力事業に関しては、「インドは既に十分な技術を有しており、資金協力

だけで十分」という立場であった。

（3）SEEDS（NGO）訪問

　　インドの代表的 NGO である SEEDS を訪問し、特に末端行政の実態に係る情報、助言を

得た。

・建築職人の大半がインフォーマルとされるが実態を示すデータはない。技術レベルは低

い。

・SEEDSは建築職人の研修を行っている。研修後に試験を行い、合格者に対してCertificate

を手交している。合格者数に応じ政府から研修費用が補填される仕組みであり、研修実

施機関も真剣である。

・政府施設の建築実施には Certificate 所有者の確保が必須条件となっている。

・建築審査は行政体としての市政府が行うが、あまり厳格とはいえない（SEEDS 等が提出

すればほぼフリーパス）。

・SDMC 及びそれを支える NIDM の現状を考えると、SDMC には多くを期待できない。

SDMCに限らず、SAARC センター（他国にもある）全体がまだ十分機能する段階に至っ

ていない。

２－１－２　ネパール

　ネパールもインドと同様、プロジェクトに対する政府の関心は高く、内務省、UNDPとの協議

においても、わが国のERRPに対しては、若干の質問と確認を行うのみで、スムーズな合意形成

を図ることができた。

　カトマンズ市に所在する SAARC事務局では、広域的な取り組みと SAARC事務局の役割につ
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いて細部にわたり協議した。

　また、計画・事業省都市開発建設局及びラリットプール市建築基準課（Bui l d i n g  Code

Implementation Division）を訪問し、耐震行政の実態について情報収集を行った。特にラリット

プール市役所では、建築許可申請に対し、どのように法律に基づく審査を行っているか実態を

把握することができた。

　耐震建築に係る技術指導を地域広域的に行っている技術系 NGO、Nat iona l  Soc ie ty  fo r

Earthquake Technology-Nepal（NSET）を訪問し、NSET が支援しているバングラデシュ人民共

和国（以下、「バングラデシュ」と記す）、ブータン、パキスタンなど ERRP対象候補国における

プロジェクトなど有用な情報を得た。

　また、ERRP の対象候補地の 1つであるポカラ市を訪問し、建築現場における資材、設計、施

工状況を調査した。

（1）内務省・UNDP との協議

1） プロジェクト対象地域

　　地震震央地図を参考に、人口、経済活動、防災等を考慮して次の 6 地区をプロジェク

ト対象候補地として選定した。最終決定はネパール政府とUNDPにより行うこととした。

・Bhaktapur, Kirtipur (Khatmandu Valley)

・Biratnagar-Dalan-Dankuta (Eastern Region)

・Pokala (Ｍ id- Ｗ estern Region)

・Surket or Nepalganj (Mid-Western Region)

・Doti (Far-Western Region)

・Birganj(Central Region)

2） 実施体制：UNDPが各国と大規模なプロジェクトを実施する場合に通常設置される組織

を活用することとした。

（2）SAARC 事務局との協議

1） ネパールのカトマンズ市に設置された SAARC 事務局の任務は、Regional component の

Advisory Committeeの議長を務めることに限定される。

2）Regional Project Coordination TeamはSAARC事務局と同一場所にあることが望ましい。

3）SAARC センター（特にデリーの防災センター、ダッカの気象研究センター、マレの海岸

保全センター）は、Regional component 及び National component に参画する。

4）日本政府により提案された新たな防災無償は、SAARC Technical Committee（3 月）に諮

られ、次いで SAARC サミット（4 月）で正式にエンドースされる予定である。

5）アフガニスタンについても可能であれば本件無償の初期段階から参画させたい（セミ

ナーなどの地域的活動の一部について）。

（3）ラリットプール市建築基準担当課（Building Code Implementation Division）訪問

1） 2003 年 1 月に設置され、建築審査、職人に対する研修、一般の人々に対する啓発を

行っている。

2） 審査は、規則（建ぺい率等）と技術（耐震性）について行う。年間 1,400 件（2006年）。

研修は、NSET に委託して実施している。
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２－３　ネパール（大井団長）

　内務省、UNDPと協議した。事前に大使館を通じ、ネパール側はERRPについて「ネパールの

地震危機管理に対し大きな効果が期待でき、非常に適切な計画である」と評価していることが伝

えられていた。協議においても、 プロジェクトプロポーザルは事前に十分理解されており、 若

干の質問と確認でスムーズに合意に達することができた。SAARC事務局では、地域的な取り組

みと SAARC事務局の役割について細部にわたり協議した。

　計画・事業省（都市開発建設局）、ラリットプール市役所（Building Code Implementation

Division）では、耐震行政の実態、特に建築許可申請に対しどのように建築基準法に基づく審

査をしているかを知ることができた。NSETは、ネパールだけでなく地域内各国で様々な耐震関

連の活動を行っている。最近のこれらの国における耐震化に向けての動きは、技術的にNESTに

支えられている面が大きく、プロジェクトの実施においても貢献するポテンシャルは高い。

　プロジェクト対象候補地の1つであるポカラ市へのフィールドトリップでは、実際の建築現場

を視察し、建築資材、施工状況を具体的に知ることができた。

２－３－１　内務省・UNDP との協議

1） プロジェクト対象地域：地震震央地図を参考に、人口、経済活動、防災活動等を考慮して

次の 6 地区を候補地として選定した。最終的にはネパール政府と UNDP により決定され

る。

・Bhaktapur, Kirtipur (Kathmandu Valley)

・Biratnagar-hDalan-Dhankuta (Eastern Region)

・Birganj (Central Region)

・Pokara (Western Region)

・Surket or Nepalganj (Mid-Western Region)

・Doti (Far-Western Region)

2） 実施体制：UNDP が各国でプロジェクトを実施する場合に通常設置される NEX を設置す

る。

3） Urban Risk Management Project in Nepal （UNDP 2007 ～）には 2 つのコンポーネントが

ある：①長期的マルチセクター防災、及び②短期的緊急対応準備である。このうち、①は、

対象地域、対象グループ、目的、実施期間などで ERRP と関係が深く、また、おそらく同

じ組織・人が関係することになる。このような URMP と ERRP の類似性から、両プロジェ

クトが密接に連携し、補完的・効果的に活動することが望ましい。

4） Kathmandu Valley Earthquake Risk Management Study（JICA 2001～ 2002）を契機として、

調査対象municipalities で建築基準法の適用が実際の行政で開始され、さらにこれに触発さ

れて他のmunicipalitiesも追随する動きにある。この調査には多くの有益な情報と勧告がある

ので、プロジェクトの計画、実施に際し参考にすることが望ましい。

5） 治安問題

　　2006 年 11 月の政府とマオイストの和平合意、2007 年 1月の暫定憲法公布、6月に予定さ

れている制憲議会選挙等、和平に向けたプロセスが進みつつある。新たに南部タライ地方

の反政府行動（権利要求、暫定憲法反対）などもあり、不安材料が完全になくなったわけで

はないが、このような防災プロジェクトが大きな影響を受けることはないと思われる。
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２－３－２　SAARC 事務局との協議

1） SAARC 事務局の任務は、Regional component の Advisory Committee の議長を務めること

に限定される。

2） Regional Project Coordination Team は、SAARC 事務局と同一敷地内にあることが望ま

しい。理由は、① SAARC 事務局スタッフには ERRP の全対象国の代表がいるので様々な

支援を期待することができる、② SAARC 事務局とのコーディネーションが容易である、

③ ERRP が地域プロジェクトであることをアピールできる等である。

3） ERRP については、3 月 28 日の SAARC Technical Committee に諮られ、次いで 4 月の

SAARCサミットで正式にエンドースされる予定である。このようなサミットに向けた一連

の手続きを円滑に行うため、IRP は Regional component の内容と SAARC事務局の役割につ

いて取りまとめたペーパーを作成し、SAARC 事務局に提出する。

4） SAARC センター（特にデリーの防災センター、ダッカの気象研究センター、マレの海岸

保全センター）は、防災無償が最大限の効果をあげるよう、それぞれの「使命」に基づき

「専門分野の能力」を発揮しながら可能な限りRegional component及びNational componentに

参画する。

5） アフガニスタンは、2007 年 4 月のサミットで正式に SAARC に加盟する予定である。ア

フガニスタンはこれまでも、正式メンバーではなかったが、セミナーやワークショップな

どに正式メンバーと同様に参加してきた。したがってERRPにおいてもこのような地域プロ

グラムに最初から参加させることが望ましい。

２－３－３　計画事業省都市開発建設局

1） 建築許可は地方行政体（municipality）が出す。一部のmunicipality では実質的な審査が可

能になったが、まだ大半は体制が整っていないので研修事業を急いでいる。

2） 研修事業は、国家公務員については、公務員研修所（ヘタウダにある）で実施し、

municipality はそれぞれ独自に実施している。

3） 建築基準法（1994 年）の施行は中央政府の責任であるが、権限を地方におろすべく法律

を改正中。

4） 審査は、大規模・高度な建物から農山村の小規模・ローコスト建物まで 4つに区分して行

う。プロジェクトが想定している学校、緊急センターなども対象となる。

２－３－４　ラリットプール市建築基準法課（Building Code Implementation Division）

1） 同課の設立は 2003 年 1 月。スタッフ 5 名（エンジニア 2 名、サブエンジニア 3 名）で建

築審査、研修及び啓発活動を行っている。

2） 建築審査には、技術審査及び行政審査（建ぺい率など）がある。年間約 1,400 件

（2006 年）を取り扱う。

3） 職人に対する研修は、実習、現場研修を含み実用性を重視している。3段階で実施し、第

1段階では日当を支払うが第 2段階以降は受講料を取る（第 1段階で意識が向上し、第 2段

階からは有料でも参加者が多い）。

4） 啓発活動は、定期的に行っている。ハウスオーナーに対し毎週金曜日、別途、女性、子

供を対象に Public Information Section が実施している。
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２－３－５　NSET

1） NSET はネパールをはじめパキスタン、インド、ブータン、バングラデシュ、イラン・イ

スラム共和国などで、国の機関、国際機関に協力して耐震建築技術に係る研修、モデル事

業、ガイドライン作成などを実施している。

2） NSET はラリットプール市に対しても一貫して協力し、同市では担当部局設立後 2 年を

経て実質的な行政が行えるようになった。スタッフは現在 52名で（近く5名増員予定）、非

常に多忙である。ラリットプール市以外からも協力要請があるが手が回らない。

3） JICA 調査（Kathmandu Valley Earthquake Risk Management Study）にも関係したが、こ

の調査がネパールの耐震化を大きく促進した。

4） 要請があれば ERRP にも協力したい。

２－４　ブータン（村田、カーン団員）

　ブータンの防災は、これまでは「無」の状態に近かったが、ようやく最近になって防災体制の

整備に着手し、防災計画が作成されるようになった。ブータンにおいてもインド、ネパールと同

様、ERRPの実施はタイムリーであり期待は大きい。

・2004 年に DLG（内務文化省）が防災主務官庁になり（それまでは国王）、2006 年には

NDRMF が策定され、国家的な防災分野の取り組みが開始されることになった。ERRP は

NDRMF に合致し、時期的にも非常にタイムリーである。

・今般調査団のフォローアップとしては、DLG が政府の関係部局や UNDP とも連携しなが

ら、予算額 50 万米ドルを目途にプロジェクトの詳細について早急に取りまとめる。

・JICA シニアボランティア（SQCAへ派遣）が作成した耐震強化のためのレポート（2006 年）

についても積極的に活用したい。

・また、UNICEF が、建築基準の普及や学校の耐震化等の事業を展開しており、連携が望まれ

る。

　

２－５　パキスタン（現地調査未実施）

　2005 年 10 月 8 日に発生した北部大震災の復旧･復興に国をあげて取り組んでいる。今般の

UNDP協調による防災・復興分野支援を行う場合には、地震の被災地の、特にわが国支援対象地

域であるバタグラム及びムザファラバードの復旧復興等に活用されることが望まれる。

　北部大震災後に首相府に設立されたパキスタン政府の地震復旧復興庁（Earthquake Rehabilita-

tion and Reconstruction Authority：ERRA）は、この日本側の考え方に賛同するとともに、新規

設置を予定している NDMAの強化にも適用したい旨、表明している。

　パキスタンにおいては、北部大震災に対する復旧・復興支援において作成された標準設計図、

耐震工法、地すべり対策、防災教育テキストなど、既存の日本政府及び JICA事業があり、地す

べり災害などのリスクを同様に抱えるネパール、インド、ブータンなど周辺諸国への技術紹介

や適用が望まれるとともに、パキスタン政府による復旧・復興に係る様々な対応は SAARC諸

国の模範又は参考事例となるためこれら知見の活用につき、考慮する必要がある。
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２－６　バングラデシュ（現地調査未実施）

　バングラデシュ政府食糧・災害対策省は、本 UNDP 経由の無償資金協力事業の実施に際し、

UNDP、英国国際関係省（DfID）、EU等との協力により同国政府が実施中の既存プログラム、

Comprehensive Disaster Management Programme（CDMP）の協力フレームワークとの整合性を図

るよう、現地日本大使館などに要望した。

　現地では「都市防災対策調査（JICA開発調査）」に係る案件形成を推進中であり、本無償が実

施された際には、これらとの相互補完関係に留意する必要がある。

　また、将来的な防災無償スキームの適用可能性が認められる「津波防災」について、既に

DfIDや EUの支援を受けてUNDPが実施しているものの、特に津波早期警戒システムの構築に

つき、日本の支援を活用したいとの要望がなされた（日本政府は早期警戒システムのための気

象レーダー、防災避難用のサイクロンシェルターに係る無償資金協力事業を過去実施してい

る）。

２－７　スリランカ（現地調査未実施）

　今回のUNDPとの合同プロジェクト形成調査は「地震防災」をテーマとして実施され、スリラ

ンカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）は、現地の日本大使館及びJICA事務所

を通じて、将来的な「津波防災」をテーマとする防災無償の検討に資する支援ニーズのヒアリン

グを行った。

　スリランカ政府及びUNDPは、日本政府による将来的な「津波防災無償」の実施に関し、既存

のUNDP津波防災プロジェクトとの内容重複を避けるための地域分担と補完関係整理を進めたい

として、歓迎したいとした。また、現場からは、スリランカにおける主な災害は洪水や地滑りで

あり、様々な災害（Multi-hazard）に対応できるような事業内容の工夫を求める声も出された。

２－８　建築基準関係〈インド・ネパール調査報告〉（楢府団員）

　次ページのとおり。
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第 3章　提言・留意事項

（1）今般、プロジェクト形成調査が対象とした「南アジア地域(SAARC地域)防災・災害復興支

援無償（UNDP経由）」は、特徴の 1つとして「広域的支援」の側面を有する。SAARC諸国は

多様性に富み、国家間の根深い対立も存在する。また、国別・地域別に防災のアプローチも

異なり、行政等による防災分野の進展にも差がみられる。このような状況の下、限られた期

間に本プロジェクトが所定の成果をあげるためには、各国政府のコミットメント、人材確保

等々多くの必要条件が満たされなければならないが、特にプロジェクトの計画及び実施段

階における各国の主体性を尊重したフレキシブルな対応とその集合的活動をさらに高める広域

支援の二重の取り組みが必要である。

（2）もう1つの特徴は「コミュニティ防災」の視点である。コミュニティレベル（市町村を含む）

の活動に係る重要性は防災世界会議（1995 年）でも強調され、既に各国の防災プログラムに

も反映され積極的に取り組まれるようになった。日本でも特に阪神・淡路大震災（1995年）以

降コミュニティ防災を重視する傾向が強まり、JICA事業においてもコミュニティ防災を主要

なコンポーネントとするプロジェクトが増加している。しかし日本のコミュニティ防災アプ

ローチは、必ずしもそのまま途上国に当てはまらない。本プロジェクトの実施を通じて協力

体制や手法に係る知見を深め、JICAを含めた日本政府によるコミュニティ防災の視点による

途上国支援のスキルアップをめざすことが望まれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

（3）3点目は、わが国政府及び市民活動などとの協同体制の強化である。地震防災分野において

わが国は国際的に活発に活動している。過去の実績も多く（前章で報告したネパールの開発調

査など）、現在もペルー、エルサルバドル、ルーマニアなどとの二国間協力、「ネットワーク型

共同研究」（アジアの研究機関の共同研究）、昨年発足した国境なき技師団の活動などがある。

これらの活動を通じて得た経験知識を本プロジェクトに役立てることが望ましく、また本プロ

ジェクトでの経験を今後の協力にフィードバックすることが望ましい。

　この場合、技術面については特にインド人技術者に対する配慮が必要である。SAARC地域

では、インドの技術水準が特段に高いため、援助側の関係者（特に日本人専門家）とインド人

技術者との協力的な関係構築が、プロジェクトの成功及び自立発展性に大きな影響を及ぼすと

考えられる。

（4）最後に「個人住宅の耐震化」の重要性である。インドでの協議でも取り上げられたが、一般

住宅は個人財産である等の諸事情により、プロジェクトの限られた期間内にその耐震性を向

上させることが事実上困難である場合が多い。他方、地震被害を抜本的に軽減するためには

住宅の耐震化は極めて重要である。例えば、パキスタン地震（2005年）の場合、被害額の約半

分、死者の大半が一般住宅の倒壊によるものであった。被災住宅の再建や新築の場合だけで

なく、既存住宅の補強に係るローカル資材を用いた技術開発と普及が重要である。資金的・

時間的制約により、今回の防災無償の検討においては、「住宅の耐震化」は見送らざるを得な

い状況にあるが、その重要性を鑑み、本プロジェクトの推進を通じて、将来の具体的な取り組

みに係る議論が関係者間で深化され、具体的な行動に発展していくことが望まれる。
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